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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信の接続先となる基地局を登録する登録手段と、
　基地局のサーチと基地局との通信接続とを制御する無線通信手段と、
　バッテリと、
　サーチにより発見された基地局のうち接続対象の基地局を選択する選択操作を受け付け
る入力手段と、
　を備え、
　前記無線通信手段は、
　前記バッテリへの充電が開始されると、前記登録手段により登録された基地局をサーチ
し当該サーチにより発見された基地局に対して前記選択操作を受けることなく通信接続す
る一方、前記バッテリへ充電されていないと、前記登録手段により登録された基地局を含
むサーチ可能な基地局をサーチし当該サーチにより発見された基地局のうち前記選択操作
により選択された基地局と通信接続する、
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
前記バッテリの充電時には前記無線通信手段の接続形態を充電モードに設定するとともに
、前記バッテリの非充電時には前記無線通信手段の接続形態を非充電モードに設定するこ
とにより、前記無線通信手段による接続形態を制御するモード制御手段、
　をさらに備え、
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　前記非充電モードは、前記バッテリへ充電されていない場合において、前記入力手段に
よりサーチ開始指示の入力が受け付けられると、前記無線通信手段に対して前記登録手段
により登録された基地局を含むサーチ可能な基地局をサーチさせるとともに当該サーチに
より発見された基地局のうち前記選択操作により選択された基地局と通信接続させるモー
ドであり、
　前記充電モードは、前記バッテリへの充電が開始された場合において、前記サーチ開始
指示によらず前記無線通信手段に対して前記登録手段により登録された基地局をサーチさ
せるとともに当該サーチにより発見された基地局に対して前記選択操作を受けることなく
通信接続させるモードである請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
前記モード制御手段は、前記バッテリの充電が開始されると、現在設定されている前記非
充電モードを記憶し、前記充電モードを設定する請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
前記モード制御手段は、前記バッテリの充電が終了すると、記憶した前記非充電モードを
再度設定する請求項３記載の電子機器。
【請求項５】
移動体通信網を介して移動体通信を行う移動体通信部、
　をさらに備え、
　前記前記無線通信手段は、
　前記移動体通信部による移動体通信を行った場合に、前記基地局のサーチと前記基地局
との通信接続とを行う、
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮを利用した通信機能を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、携帯電話機などの電子機器には、基地局とデータの送受信を行うことにより、デ
ータ通信を行う移動体通信機能を備えたものが多く知られている。また、無線ＬＡＮのア
クセスポイントに接続して、データ通信を行う無線ＬＡＮ機能をさらに備えた電子機器も
知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　携帯電話機は、移動中には接続場所を選ばない移動体通信機能を利用し、ある地点にお
いては、大容量のデータを高速で送受信することができる無線ＬＡＮ通信機能を利用する
ことで、使用環境に適したデータ通信を行うことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１１８５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　無線ＬＡＮを利用した無線ＬＡＮ通信機能を備えた電子機器がアクセスポイントに接続
を行う際の接続形態として、自動接続や手動接続が考えられる。自動接続は、自動的にア
クセスポイントを定期的にサーチし、サーチされたアクセスポイントに接続可能であれば
、そのアクセスポイントに接続を行う接続形態である。手動接続は、ユーザより所定の操
作を受け付けた場合にアクセスポイントをサーチし、サーチされたアクセスポイントに接
続を行う接続形態である。
【０００６】
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　ここで、手動接続を利用する場合については、無線ＬＡＮ通信を利用したい場合には接
続を確立するためのユーザ操作を必要とすることとなり、速やかにデータ通信を開始する
ことができない。
【０００７】
　一方、自動接続を利用する場合は、無線ＬＡＮ通信を利用したい場合にその都度接続を
確立するためのユーザの操作が不要となるという利点がある。しかし、携帯電話機などの
携帯されて用いられることが一般的である電子機器は、移動時においても電力供給が可能
なバッテリで駆動する。このため、電子機器は、自動接続を利用する場合にはバッテリの
消耗が早く、電子機器の駆動時間に影響を与えることとなる。
【０００８】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、無線ＬＡＮの接続形態を、低消費
電力化を図りつつ好適に制御する電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る電子機器は、無線通信の接続先となる基地局を登録する登録手段と、基地
局のサーチと基地局との通信接続とを制御する無線通信手段と、バッテリと、サーチによ
り発見された基地局のうち接続対象の基地局を選択する選択操作を受け付ける入力手段と
、を備え、前記無線通信手段は、前記バッテリへの充電が開始されると、前記登録手段に
より登録された基地局をサーチし当該サーチにより発見された基地局に対して前記選択操
作を受けることなく通信接続する一方、前記バッテリへ充電されていないと、前記登録手
段により登録された基地局を含むサーチ可能な基地局をサーチし当該サーチにより発見さ
れた基地局のうち前記選択操作により選択された基地局と通信接続する、ことを特徴とす
るものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る電子機器によれば、無線ＬＡＮの接続形態を、低消費電力化を図りつつ好
適に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る電子機器の一例である折り畳み式の携帯電話機の外観の構成を示す
図。
【図２】本発明に係る電子機器の一例である折り畳み式の携帯電話機の他の外観の構成を
示す図。
【図３】本実施形態における携帯電話機の機能構成を示す概略的な機能ブロック図。
【図４】本実施形態における携帯電話機の主制御部により実行される無線ＬＡＮ接続制御
処理を説明するフローチャート。
【図５】携帯電話機が無線ＬＡＮ通信を行う際の接続形態（モード）を説明する表。
【図６】本実施形態における携帯電話機の主制御部により実行される他の無線ＬＡＮ接続
制御処理を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。図１は、本発明に係る電子機
器の一例である折り畳み式の携帯電話機１の外観の構成を示す図である。図１（Ａ）は、
携帯電話機１を約１８０度に開いた開状態のときの正面から見た外観の構成を示し、図１
（Ｂ）は、携帯電話機１を開状態としたときの側面から見た外観の構成を示す。
【００１３】
　図１（Ａ）および（Ｂ）に示されるように、携帯電話機１は、中央のヒンジ部１１を境
に第一の筐体１２と第二の筐体１３とがヒンジ結合されており、ヒンジ部１１を介して矢
印Ｘ方向に折り畳み可能に形成される。携帯電話機１の内部の所定の位置には、送受信用
のアンテナ（後述する図３のアンテナ３８、３９）が設けられており、内蔵されたアンテ
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ナを介して基地局やアクセスポイント（共に図示せず)との間で電波を送受信する。
【００１４】
　第一の筐体１２には、その表面に操作キー１４が設けられる。操作キー１４は、特に、
「０」から「９」の数字や「あ」行から「わ」行のかな文字、「Ａ」から「Ｚ」のアルフ
ァベットの入力が可能な数字キー１５や、上下左右方向キーを備えた十字キー１６、確定
キー１７、メールキー１８、電源キー１９、左ソフトキー２０、右ソフトキー２１などで
構成される。
【００１５】
　十字キー１６は、上下左右方向に操作されることによりメインディスプレイ２３に表示
されたカーソルなどを上下左右方向に移動させることができる。また、確定キー１７が押
下されることにより、種々の処理の確定処理が実行される。確定キー１７には、メインデ
ィスプレイ２３の下部に設けられた確定キー機能表示部２３ａに表示される処理も割り当
てられる。
【００１６】
　さらに、第一の筐体１２の十字キー１６および確定キー１７の上部には、左ソフトキー
２０および右ソフトキー２１が設けられる。第一の筐体１２の側面には、携帯電話機１の
操作を行うサイドキー２２が設けられる。左ソフトキー２０、右ソフトキー２１およびサ
イドキー２２は、第一の筐体１２の内部方向に押下されることによって、それぞれ所定の
処理が割り当てられている。特に左ソフトキー２０および右ソフトキー２１は、メインデ
ィスプレイ２３の下部に設けられた左ソフトキー機能表示部２３ｂおよび右ソフトキー機
能表示部２３ｃに表示される処理が割り当てられる。メールキー１８は、電子メール機能
を利用する際のメニュー画面を表示する処理が割り当てられたキーである。ユーザは、電
子メール機能を利用する際、まずこのメールキー１８を押下し、メニュー画面を開く操作
を行う。
【００１７】
　第一の筐体１２には、操作キー１４の下部にマイクロフォン２４が設けられており、マ
イクロフォン２４によって通話時のユーザの音声を集音する。
【００１８】
　なお、第一の筐体１２は、背面側に図示しないバッテリが挿着されており、電源キー１
９が押下されてオン状態になると、バッテリから各回路部に対して電力が供給されて動作
可能な状態に起動する。
【００１９】
　一方、第二の筐体１３には、その大部分の面積を占めるメインディスプレイ２３が設け
られる。メインディスプレイ２３には、電波の受信状態、電池残量の他、電子メールの内
容、ホームページの内容などが表示される。なお、メインディスプレイ２３は、例えばＬ
ＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレイにより構成されるディス
プレイである。
【００２０】
　第二の筐体１３のメインディスプレイ２３の上部の所定の位置にはレシーバ（受話器）
２５が設けられており、これにより、ユーザは音声通話することが可能である。なお、携
帯電話機１の所定の位置には、レシーバ２５以外の音声出力部としてのスピーカ（図示せ
ず）も設けられている。
【００２１】
　図２は、本発明に係る電子機器の一例である折り畳み式の携帯電話機１の他の外観の構
成を示す図である。図２の携帯電話機１は、図１の携帯電話機１の状態から矢印Ｘ方向に
回動させた閉状態を構成する。図２（Ａ）は、携帯電話機１が閉状態のときの正面から見
た外観の構成を示し、図２（Ｂ）は、携帯電話機１が閉状態のときの側面から見た外観の
構成を示す。
【００２２】
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　第二の筐体１３には、例えばＬＣＤで構成されるサブディスプレイ２８が設けられてお
り、現在のアンテナの感度のレベルを示すアンテナピクト、携帯電話機１の現在の電池残
量を示す電池ピクト、現在の時刻などが表示される。
【００２３】
　図３は、本実施形態における携帯電話機１の機能構成を示す概略的な機能ブロック図で
ある。携帯電話機１は、主制御部３０、電源回路部３１、入力制御部３２、表示制御部３
３、音声制御部３４、通信制御部３５、無線ＬＡＮ通信制御部３６および記憶部３７がバ
スによって相互に通信可能に接続されて構成されている。
【００２４】
　主制御部３０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を具備
し、記憶部３７に記憶された各種プログラムに基づき動作して、携帯電話機１の総括的な
制御を行う。電源回路部３１は、電源キー１９に対する入力インタフェースを備え、ユー
ザにより電源キー１９が押されたことを検知すると、その旨を示す信号を生成して主制御
部３０に伝送する。また、電源回路部３１は、電力供給源（バッテリ）を備え、電源キー
１９を介した入力に基づいて携帯電話機１の電源のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替え、電源が
ＯＮ状態の場合に電力供給源から各部に対して電力を供給して、携帯電話機１を動作可能
にする。
【００２５】
　入力制御部３２は操作キー１４、サイドキー２２に対する入力インタフェースを備え、
操作キー１４、サイドキー２２のいずれかが押されたことを検知すると、押されたキーを
示す信号を生成して主制御部３０に伝送する。表示制御部３３はメインディスプレイ２３
およびサブディスプレイ２８に対する表示インタフェースを備える。表示制御部３３は、
主制御部３０の制御に基づいて、文書データや画像データなどをメインディスプレイ２３
およびサブディスプレイ２８に表示する。また表示制御部３３は、主制御部３０の制御に
基づいて、メインディスプレイ２３およびサブディスプレイ２８への表示を無効にしたり
有効にしたりする。
【００２６】
　音声制御部３４は、主制御部３０の制御に基づいて、マイクロフォン２４で集音された
音声からアナログ音声信号を生成し、このアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換す
る。また音声制御部３４は、デジタル音声信号を取得すると、主制御部３０の制御に基づ
いて、このデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、レシーバ２５から音声として
出力する。
【００２７】
　通信制御部３５は、主制御部３０の制御に基づいて、基地局からアンテナ３８を介して
受信した受信信号をスペクトラム逆拡散処理してデータを復元する。このデータは、主制
御部３０の指示により、音声制御部３４に伝送されてレシーバ２５から出力されたり、表
示制御部３３に伝送されてメインディスプレイ２３に表示されたり、または記憶部３７に
記録されたりする。また通信制御部３５は、主制御部３０の制御に基づいて、マイクロフ
ォン２４で集音された音声データや操作キー１４を介して入力されたデータや記憶部３７
に記憶されたデータを取得すると、これらのデータに対してスペクトラム拡散処理を行い
、基地局に対してアンテナ３８を介して送信する。
【００２８】
　なお、通信制御部３５は、無線ＬＡＮ通信制御部３６により実現される無線ＬＡＮを利
用したデータ通信とは異なる、携帯電話機１の通信網を利用した通信（以下、移動体通信
という。）を行う。
【００２９】
　無線ＬＡＮ通信制御部３６は、図示しないアクセスポイント（ＡＰ）をサーチして、無
線ＬＡＮアンテナ３９を介してサーチされたＡＰに接続することにより、例えばデータ通
信（以下、無線ＬＡＮ通信という。）を行う（音声通信を行っても良い）。無線ＬＡＮ通
信制御部３６がサーチするＡＰは、予めユーザにより登録されるようになっている。また
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、登録されたＡＰには優先順位が付与されており、無線ＬＡＮ通信制御部３６は、サーチ
されたＡＰのうち優先順位の高いＡＰ（登録ＡＰのリスト上でより上位に存在するＡＰ）
に接続を行うようになっている。
【００３０】
　記憶部３７は、主制御部３０が行う処理について、処理プログラムや処理に必要なデー
タなどを格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスク、不揮
発性メモリ、データベース、主制御部３０が処理を行う際に使用されるデータを一時的に
記憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などから構成される。
【００３１】
　本実施形態における携帯電話機１は、無線ＬＡＮ通信制御部３６を備えることにより、
サーチされたアクセスポイント（ＡＰ）に接続して無線ＬＡＮ通信を行うことができるよ
うになっている。
【００３２】
　無線ＬＡＮ通信の接続形態には、自動接続モード、手動接続モードが用意されている。
自動接続モードは、接続処理が常時実行されるモードである。手動接続モードは、操作キ
ー１４などの入力手段より指示の入力を受け付けた場合に接続処理が開始されるモードで
ある。
【００３３】
　本実施形態における「接続処理」は、予め登録されたＡＰをサーチし、無線ＬＡＮの電
波状態が圏内であれば最も優先順位の高いＡＰに接続を行う処理である。すなわち、無線
ＬＡＮ通信制御部３６は、自動接続モードの場合には、一定間隔にて自動的に登録された
ＡＰをサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏内であれば、サーチされたＡＰのうち最も優
先順位の高いＡＰに接続する。無線ＬＡＮ通信制御部３６は、手動接続モードの場合には
、指示の入力を受け付けた場合に登録されたＡＰをサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏
内であれば、サーチされたＡＰのうち最も優先順位の高いＡＰに接続する。なお、この「
接続処理」は一例であって、他の処理を接続処理として行うようにしてもよい。
【００３４】
　本実施形態における携帯電話機１は、自動接続モード、手動接続モードの接続形態に加
え、バッテリの充電時には自動接続モードへ移行し、バッテリの非充電時には手動モード
に移行する充電接続モードをさらに備えた。これにより、携帯電話機１は、低消費電力化
を図りつつ、無線ＬＡＮの接続形態を制御することができるようになっている。以下、携
帯電話機１において、充電接続モードが設定されている場合の携帯電話機１の動作につい
て具体的に説明する。
【００３５】
　図４は、本実施形態における携帯電話機１の主制御部３０により実行される無線ＬＡＮ
接続制御処理を説明するフローチャートである。この無線ＬＡＮ接続制御処理は、携帯電
話機１の電源がＯＮ状態である場合に、常時実行される処理である。なお、上述した自動
接続モード、手動接続モードおよび充電接続モードは、ユーザ操作により任意に設定可能
であり、無線ＬＡＮ接続制御処理が実行される場合には、いずれかのモードが選択されて
設定されているものとする。
【００３６】
　ステップＳ１において、主制御部３０は、電源回路部３１のバッテリの充電が開始され
たか否かの判定を行う。バッテリの充電は、携帯電話機１に充電用のアダプタが接続され
た場合や、携帯電話機１が充電用のホルダ（共に図示せず）に設置された場合に開始され
る。主制御部３０は、携帯電話機１の充電が開始されていないと判定した場合、充電が開
始されるまで待機する。このとき、無線ＬＡＮ通信制御部３６は、現在設定されているモ
ード（自動接続モード、手動接続モード、または充電接続モード（この場合は充電が開始
されていないので手動接続モードとなっている））に従って、無線ＬＡＮの接続を制御し
ている。
【００３７】
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　主制御部３０は、バッテリの充電が開始されたと判定した場合、ステップＳ２において
、現在充電接続モードに設定されているか否かの判定を行う。主制御部３０は、現在設定
されているモードが自動接続モードまたは手動接続モードであると判定した場合、ステッ
プＳ３において、現在のモードを維持し通常の充電状態へ移行したのち、無線ＬＡＮ接続
制御処理を終了する。
【００３８】
　一方、主制御部３０は、現在設定されているモードが充電接続モードであると判定した
場合、ステップＳ４において、接続処理が常時実行される自動接続モードに無線ＬＡＮ通
信制御部３６の接続形態を移行させる。無線ＬＡＮ通信制御部３６は、自動接続モードに
移行したことに伴い、一定間隔にて自動的に登録されたＡＰをサーチし、無線ＬＡＮの電
波状態が圏内であれば、サーチされたＡＰのうち最も優先順位の高いＡＰに接続を行う。
【００３９】
　ステップＳ５において、主制御部３０は、電源回路部３１のバッテリの充電が終了した
か否かの判定を行う。バッテリの充電の終了は、携帯電話機１と充電用のアダプタとの接
続が解除された場合や、携帯電話機１が充電用のホルダから取り外された場合が該当する
。主制御部３０は、充電が継続されており、充電が終了していないと判定した場合、充電
が終了するまで処理を待機する。
【００４０】
　一方、主制御部３０は、充電が終了したと判定した場合、ステップＳ６において、操作
キー１４より指示の入力を受け付けた場合に接続処理が開始される手動接続モードに無線
ＬＡＮ通信制御部３６の接続形態を移行させる。無線ＬＡＮ通信制御部３６は、手動接続
モードに移行したことに伴い、指示の入力を受け付けた場合に登録されたＡＰをサーチし
、無線ＬＡＮの電波状態が圏内であれば、サーチされたＡＰのうち最も優先順位の高いＡ
Ｐに接続を行う。以上で、携帯電話機１において充電接続モードが設定されている場合の
無線ＬＡＮ接続制御処理の説明を終了する。
【００４１】
　この携帯電話機１によれば、自動接続モードおよび手動接続モードに加え、充電中であ
るか非充電中であるかに応じてモードを制御する充電接続モードをさらに設けた。すなわ
ち、携帯電話機１は、消費電力を考慮する必要のない充電時においては自動接続モードへ
移行し、非充電時においては手動接続モードに移行するようになっている。
【００４２】
　このため、充電時においては、無線ＬＡＮのＡＰとの接続が自動的に確立されているた
め、ユーザによる操作を特に必要とすることなくデータ通信を行うことができる。また、
携帯電話機１は、非充電時においては手動接続モードに移行することにより、不要な消費
電力の消費を抑制することができる。
【００４３】
　さらに、ユーザにより無線ＬＡＮ通信が利用される状況としては、在宅中などの充電が
可能な環境で利用されることが多いと考えられる。このような無線ＬＡＮ通信が利用され
る可能性が高い充電可能な環境下では、特に自動接続モードに切り替える制御を行うこと
により、ユーザに対する無線ＬＡＮの利便性を向上させることができる。
【００４４】
　さらにまた、携帯電話機１は、充電が終了した場合には自動的に手動接続モードに切り
替えられるため、自動接続モードから手動接続モードへの切替操作を忘れたことに伴う、
消費電力の増大を抑制することができる。
【００４５】
　なお、上述した携帯電話機１においては、充電状態に応じて自動接続モードと手動接続
モードとを切り替える充電接続モードによる接続形態の制御例を特に説明した。これに対
し、携帯電話機１は、複数のモードからなる接続形態の中からユーザにより選択されたモ
ードを、充電時および非充電時に応じて切り替えるような構成としてもよい。
【００４６】
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　図５は、携帯電話機１が無線ＬＡＮ通信を行う際の接続形態（モード）を説明する表で
ある。これらのモードのうち、第一のモードは、無線ＬＡＮの電波状態が圏外である場合
に登録されたＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏内であれば、サーチ
されたＡＰのうち最も優先順位の高いＡＰに接続を行う接続形態である。第二のモードは
、無線ＬＡＮの電波状態が圏外である場合にサーチ可能な全てのＡＰを一定間隔でサーチ
し、無線ＬＡＮの電波状態が圏内であれば、サーチされたＡＰの一覧リストからユーザに
より選択されたＡＰに接続を行う接続形態である。第三のモードは、無線ＬＡＮの電波状
態が圏外である場合に登録されたＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏
内であれば、サーチされたＡＰの一覧リストからユーザにより選択されたＡＰに接続を行
う接続形態である。
【００４７】
　第四のモードは、ユーザにより指示の入力を受け付けた場合に登録されたＡＰを一定間
隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏内であれば、サーチされたＡＰのうち最も優先
順位の高いＡＰに接続を行う接続形態である。第五のモードは、ユーザにより指示の入力
を受け付けた場合にサーチ可能な全てのＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状
態が圏内であれば、サーチされたＡＰの一覧リストからユーザにより選択されたＡＰに接
続を行う接続形態である。第六のモードは、ユーザにより指示の入力を受け付けた場合に
登録されたＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏内であれば、サーチさ
れたＡＰの一覧リストからユーザにより選択されたＡＰに接続を行う接続形態である。
【００４８】
　第七のモードは、無線ＬＡＮの電波状態が圏外であって、かつ携帯電話機１が移動体通
信を行った場合に登録されたＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が圏内で
あれば、サーチされたＡＰのうち最も優先順位の高いＡＰに接続を行う接続形態である。
第八のモードは、無線ＬＡＮの電波状態が圏外であって、かつ携帯電話機１が移動体通信
を行った場合にサーチ可能な全てのＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮの電波状態が
圏内であれば、サーチされたＡＰの一覧リストからユーザにより選択されたＡＰに接続を
行う接続形態である。第九のモードは、無線ＬＡＮの電波状態が圏外であって、かつ携帯
電話機１が移動体通信を行った場合に登録されたＡＰを一定間隔でサーチし、無線ＬＡＮ
の電波状態が圏内であれば、サーチされたＡＰの一覧リストからユーザにより選択された
ＡＰに接続を行う接続形態である。
【００４９】
　なお、第三、第六および第九のモードでは、サーチされたＡＰが一つであった場合には
、そのサーチされた一つのＡＰに自動的に接続するようになっている。また、携帯電話機
１は、サーチされたＡＰの一覧リストからユーザにより選択させる場合には、例えばメイ
ンディスプレイ２３にサーチされたＡＰの一覧リストを表示し、その一覧リストの中から
任意のＡＰを操作キー１４を介して選択させるようになっている。
【００５０】
　携帯電話機１は、第一～第九のモードのうち、常時一のモードが設定可能に構成されて
いる。さらに、携帯電話機１は、バッテリ充電時において移行する充電モードを設定する
ことができる。充電モードは、第一～第九のモードのうち、予め設定された一のモードで
あって、ユーザ任意に選択できるようになっている。これにより、携帯電話機１は、充電
中であるか非充電中であるかに応じて、ユーザ任意の接続形態へ制御することができる。
以下、この充電モードが設定された場合の携帯電話機１の動作について具体的に説明する
。
【００５１】
　図６は、本実施形態における携帯電話機１の主制御部３０により実行される他の無線Ｌ
ＡＮ接続制御処理を説明するフローチャートである。なお、携帯電話機１は、無線ＬＡＮ
通信制御部３６の接続形態として上述した第一～第九のモードのうち、予め一のモードの
選択を受け付けており、この選択されたモードに応じて無線ＬＡＮ通信接続の制御が行わ
れている。また、携帯電話機１には、ユーザにより充電モードが設定されている場合には
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、充電時に移行する一のモードの選択を予め受け付けているものとする。
【００５２】
　ステップＳ１１において、主制御部３０は、電源回路部３１のバッテリの充電が開始さ
れたか否かの判定を行う。主制御部３０は、充電が開始されていないと判定した場合、充
電が開始されるまで待機する。このとき、無線ＬＡＮ通信制御部３６は、第一～第九のモ
ードのうち、現在設定されているモードに従って無線ＬＡＮ通信接続を制御している。
【００５３】
　主制御部３０は、バッテリの充電が開始されたと判定した場合、ステップＳ１２におい
て、充電モードが設定されているか否かの判定を行う。主制御部３０は、充電モードが設
定されていないと判定した場合、ステップＳ１３において、現在のモードおよび充電状態
を維持して無線ＬＡＮ接続制御処理を終了する。
【００５４】
　一方、主制御部３０は、充電モードが設定されていると判定した場合、ステップＳ１４
において、現在の設定されているモードを記憶する。ステップＳ１５において、主制御部
３０は、第一～第九のモードのうち充電モード用に設定されたモードに無線ＬＡＮ通信制
御部３６の接続形態を移行させる。無線ＬＡＮ通信制御部３６は、充電モード用に設定さ
れたモードに従い、ＡＰのサーチおよび接続を行う。
【００５５】
　ステップＳ１６において、主制御部３０は、電源回路部３１のバッテリの充電が終了し
たか否かの判定を行う。主制御部３０は、充電が継続されており、充電が終了していない
と判定した場合、充電が終了するまで処理を待機する。
【００５６】
　一方、主制御部３０は、充電が終了したと判定した場合、ステップＳ１７において、モ
ード情報記憶ステップＳ１４において記憶されたモード情報を参照し、充電開始前に設定
されていたモードに無線ＬＡＮ通信制御部３６の接続形態を移行させる。無線ＬＡＮ通信
制御部３６は、移行されたモードに従い、ＡＰのサーチおよび接続を行う。以上で、携帯
電話機１において充電モードが設定されている場合の無線ＬＡＮ接続制御処理の説明を終
了する。
【００５７】
　この携帯電話機１によれば、無線ＬＡＮ通信制御部３６による接続形態を、複数のモー
ドの中から選択可能にすることで、充電時であるか非充電時であるかに応じてユーザの使
用環境にあったモード制御を行うことができる。また、携帯電話機１は、消費電力の影響
を考慮する必要のない充電時においては、特にユーザ操作を要することなく所望の接続形
態からなるモードへ移行することができる。
【００５８】
　なお、上述した自動接続モード、手動接続モード、充電接続モード、第一～第九のモー
ドは一例であって、充電時および非充電時に応じて異なる接続形態に移行するように構成
されていれば、異なる接続形態からなるモードをさらに設けてもよい。
【００５９】
　なお、本発明は、携帯電話機１以外にも、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、パーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機
、携帯型動画再生機、その他の携帯端末装置にも適用することができる。
【００６０】
　また、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【００６１】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【符号の説明】
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【００６２】
１　携帯電話機
１１　ヒンジ部
１２　第一の筐体
１３　第二の筐体
１４　操作キー
２３　メインディスプレイ
２４　マイクロフォン
２５　レシーバ
２８　サブディスプレイ
３０　主制御部
３１　電源回路部
３２　操作入力制御部
３３　表示制御部
３４　音声制御部
３５　通信制御部
３６　無線ＬＡＮ通信制御部
３７　記憶部
３８、３９　アンテナ

【図１】 【図２】



(11) JP 5166305 B2 2013.3.21

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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              特開平０８－２３７７４６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　７／２４－　７／２６、
              Ｈ０４Ｌ　１２／２８、１２／４４－１２／４６、
              Ｈ０４Ｍ　　１／００、　１／２４－　１／８２、９９／００、
              Ｈ０４Ｗ　　４／００－９９／００
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